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いわき市地域福祉計画策定委員会設置要綱 
 
（設置） 

第 1 条 地域福祉を総合的かつ計画的に推進するためのいわき市地域福祉計画
（以下「計画」という。）の策定に関し、必要な事項を審議するため、いわき

市地域福祉計画策定委員会（以下「委員会」という。）を設置する。 
 （所掌事項） 
第 2 条 委員会は、計画の策定に必要な事項について審議し、市長に提言する
ものとする。 

 （組織） 
第 3条 委員会は、委員 15名以内をもって組織し、次に掲げる者のうちから市
長が委嘱する。 

 ⑴ 学識経験を有する者 
 ⑵ 関係団体の構成員 
 ⑶ その他市長が必要と認めた者 
 （任期） 
第 4条 委員の任期は、委嘱の日から第 2条に規定する提言の日までとする。 
 （委員長及び副委員長） 
第 5 条 委員会に委員長及び副委員長を置き、それぞれ委員の互選により選任
する。  

２ 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。 
３ 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるとき又は委員長が欠けた

ときは、その職務を代理する。 
 （会議） 
第 6条 委員会は、委員長が召集し、委員長が会議の議長となる。 
２ 委員長は、必要があると認めたときは、関係者の出席を求め、説明又は意

見を聴くことができる。 
 （庶務） 
第 7条 委員会の庶務は、保健福祉部保健福祉課において処理する。 
 （委任） 
第 8 条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委
員長が別に定める。 

   附 則 
１ この要綱は、平成 18年５月 15日から実施する。 
２ この要綱は、第 2条の規定による提言の日をもってその効力を失う。 
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○ いわき市地域福祉計画の策定について 

 

１ 計画策定の背景と趣旨 

 

近年の社会経済情勢の変化や、ますます加速する少子高齢化、家族形態の変化等

により、市民の意識や価値観が多様化するとともに、地域住民相互のつながり（連

帯感）が希薄化するなど福祉を取り巻く環境は大きく変容してきました。 

このため、高齢者の孤独死、子育て家庭の孤立、児童虐待、配偶者等からの暴力、

ひきこもりなど、様々な社会問題に対し、公的なサービスだけでは対応が難しい状

況となっております。 

 

一方、社会福祉分野では、ボランティアやＮＰＯ法人などの活動が活発化してき

ています。 

   

このような中、国においては平成 12 年 6 月に改正した社会福祉法の中で、今後の

社会福祉の基本理念の一つとして「地域福祉の推進」を掲げ、これからの福祉は、

限られた社会的弱者に対する公的なサービスとしてではなく、地域に暮らす多様な

人々が抱える生活課題を、地域住民、事業者、行政など地域の様々な主体が互いに

協力して課題解決を図るものであると位置づけられました。 

また、地域福祉を推進するための具体的な方策として、「市町村地域福祉計画」の

策定に関する規定（社会福祉法第 107 条）が新たに設けられました。 

 

このため、本市においても、地域特性や実情を踏まえながら、地域福祉の推進を

総合的かつ計画的に進めていく基本的な指針として「いわき市地域福祉計画」を策

定するものです。 

 

 

２ 計画の概要 

 

本市においては、「市高齢者保健福祉計画」、「新・市障がい者計画」、「新・市子育

て支援計画」及び「健康いわき 21」など、各保健福祉分野に係る行政計画を策定し、

保健福祉の推進を図ってきました。 

 

しかしながら、地域住民が抱える多様な生活課題を解決するためには、個別計画

に基づく、施策や事業などの公的サービスに加え、「自助・共助・公助」の考えのも

と、地域全体で支え合えるようにするための総合的な仕組みづくりが求められてお

ります。 
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そのため、この計画では、地域福祉を推進していく上で不可欠な、地域の住民が

ともに支え合うという意識の醸成、地域を支えるネットワークや環境づくりなどに

ついての基本的な理念や基本目標を定めるとともに、「市民」、「事業者」、「市」のそ

れぞれの役割を明らかにし、“一人ひとりが住み慣れた地域の中で、生涯にわたって

心豊かに、安心して自立した生活を送ることができる地域社会”を創ることを内容

とします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■社会福祉法（抜粋） 

（目的） 

第１条 この法律は、社会福祉を目的とする事業の全分野における共通的基本

事項を定め、社会福祉を目的とする他の法律と相まつて、福祉サービスの利

用者の利益の保護及び地域における社会福祉（以下「地域福祉」という。）

の推進を図るとともに、社会福祉事業の公明かつ適正な実施の確保及び社会

福祉を目的とする事業の健全な発達を図り、もつて社会福祉の増進に資する

ことを目的とする。 

 

（地域福祉の推進） 

第４条 地域住民、社会福祉を目的とする事業を経営する者及び社会福祉に関

する活動を行う者は、相互に協力し、福祉サービスを必要とする地域住民が

地域社会を構成する一員として日常生活を営み、社会、経済、文化その他あ

らゆる分野の活動に参加する機会が与えられるように、地域福祉の推進に努

めなければならない。 

 

（市町村地域福祉計画） 

第107条 市町村は、地方自治法第２条第４項の基本構想に即し、地域福祉の推

進に関する事項として次に掲げる事項を一体的に定める計画（以下「市町村

地域福祉計画」という。）を策定し、又は変更しようとするときは、あらか

じめ、住民、社会福祉を目的とする事業を経営する者その他社会福祉に関す

る活動を行う者の意見を反映させるために必要な措置を講ずるとともに、そ

の内容を公表するものとする。 

一 地域における福祉サービスの適切な利用の推進に関する事項 

二 地域における社会福祉を目的とする事業の健全な発達に関する事項 

三 地域福祉に関する活動への住民の参加の促進に関する事項 
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３ 計画の位置づけ 

 

 ⑴ 新・いわき市総合計画（ふるさと・いわき 21 プラン）との関係 

   地域福祉計画は、本市の施策の基本方針を取りまとめた「新・いわき市総合計

画（ふるさと・いわき 21 プラン）」のもと、総合計画の基本理念に基づいた、保

健福祉分野の最上位計画です。 

 

⑵ 保健福祉分野の個別計画との関係 

   本市の保健福祉分野に関する計画としては、「市高齢者保健福祉計画」、「新・市

障がい者計画」、「新・市子育て支援計画」及び「健康いわき 21」があります。 

   地域福祉計画は、これらの計画が持つ個別・専門的な考え方や取組みを、総合

的に横断する計画として位置づけます。 

つまり、対象者別の個別計画による施策・事業を、地域に暮らす住民の視点か

ら捉えなおし、誰もが地域で豊かに生活できるために、より有機的に展開してい

くための「仕組み」づくりを位置づけることが地域福祉計画の目的です。 

 



地域福祉計画

：地域福祉計画の範囲 ・ 市総合計画と各個別計画に共通の理念を相互につなぐ
・ 各個別計画と一定の整合性・連携を図る
・ 公的サービスの数量的目標は各個別計画において設定
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地域福祉に関する具体的な施策

（行政・事業者・住民等の役割・協働、福祉サービス利用者の権利、福祉サービスの質、
福祉サービスの充実・開発、住民参加など）

地域福祉計画の位置づけと個別計画との関連

　新・いわき市総合計画

ふるさと・いわき２１プラン

地域福祉を推進する上での共通の理念
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「いわき市地域福祉計画」策定体制（イメージ）

市　 長

提　言  （平成19年２月上旬予定）

　いわき市地域福祉計画策定委員会
　
     　・委員人数：15名以内
　   　・委員構成：学識経験者、関係団体の構成員、公募による市民

連　携

いわき市地域福祉計画
庁内検討委員会
　
　・委員人数：20名（委員長：保健福祉部次長）
  ・委員構成：庁内関係課等の課長級職員

●地区懇談会
　・7地区保健福祉センター単位で実施

 ・市民の意識啓発を図るとともに、住
　　民の生活課題等を把握し、課題解決
　　のための方策等について話し合う

●福祉関係団体等との
　意見交換会
 ・福祉サービスの利用者団体及び提供
　　者団体、ボランティア団体等の代表
　　者等

 ・それぞれの立場からの課題等を把握
　　し、地域福祉の方向性等について話
　　し合う

●パブリックコメント
 ・広く市民の意見を反映

◆いわき市保健福祉行政連絡調整会議
 
　　・構成：部内各課の課長補佐、地区保健福祉
　　　　　　センター次長、保健所総務課長・地
　　　　　　域保健課長
　
      ・市民ニーズの把握及び調査分析
      ・保健福祉部内の施策の調整　など

◆いわき市地域福祉計画策定
  　ワーキンググループ
 
　　・構成：部内各課・地区保健福祉センター・
　　　　　　保健所及び市社協の担当職員
　
　　　・基礎資料の収集
　　　・計画案の調査研究
　　　・「地区懇談会」、「福祉関係団体等との意見
　　　　　　交換会」の運営　など

事務局：
　保健福祉部保健福祉課

【庁内検討組織】

　【庁外検討組織】

【住民参加】
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項　　　　　　目 ４　月 ５　月 ６　月 ７　月 ８　月 ９　月 10　月 11　月 12　月 １　月 ２　月 ３　月

1 策定委員会
（庁外検討組織）

2 庁内検討委員会
（庁内検討組織）

3 地区懇談会
（７地区）

　

4
福祉団体等との
意見交換会

　　

5 講演会
（市総合社会福祉大会）

6 パブリックコメント

7

「地域福祉計画」策定事業スケジュール　

公募委員の
募集 選　考

　　委員の推薦依頼等
第１回
６/２(金）

第１回
５/31(水）

 地区懇談会
 （７地区センター単位）
　⇒週２回程度開催

意見交換会
　（３回）
　⇒週１回

　

第３回
10/26(木）

第３回
10/20(金)

第４回
12/26（火)

第４回
12/22（金)

 意見募集
　11/10(金)
　　～11/30(木)
　　　　（３週間）

第２回
９/29(金）

第２回
９/27(金)

中間素案

11/17(金）
平市民会館

パブリックコメントの
結果及び意見反映

提　言

第５回
２/９（金）

第５回
１/30（火）

計画決定 　○計画書印刷（自前）
　○概要版（外注）

委嘱状交付

ワーキング・
グループ設置

◆市社会福祉協議会と打合せ

　意見等の
　取りまとめ

意見等の
取りまとめ

意見等
の整理
・反映
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地域福祉計画策定委員会スケジュール（議事項目等） 

 

回数・日程等 主 な 内 容 

 

第１回 

６月２日（金） 

 午後 2時～ 

第 8会議室 

 

 
１ 委嘱状交付式 

２ 委員長・副委員長の選出 

３ いわき市地域福祉計画の策定について 
  （計画策定の背景と趣旨、計画の概要、計画の位置づけ、 

計画の策定体制、今後のスケジュール等） 
 

 

第２回 

９月 29日（金） 

 （午 後） 

第３会議室 

 
１ 地区懇談会等の開催結果について 
  （本市の地域の現状と課題の総括等） 
２ 基本理念、基本方針、施策の方向性等について 

 

 

第３回 

10月 26日（木） 

 （午 後） 

第３会議室 

 
１ 計画素案について 

２ パブリックコメントの実施について 

 

第４回 

12月 26日（火） 

 （午 後） 

第３会議室 

 
１ パブリックコメントの意見等について 

２ 意見に対する考え方について 

３ 提言書（案）について 

 
 

第５回 

２月９日（金） 

 （午 後） 

第３会議室 

 
１ 提言書のまとめ 

２ 市長への提言 

 




